
議事概要 

会 議 の 名 称 第 43 回新型コロナウイルス対策本部会議 

開 催 日 時 令和 3年(2021 年)2月 25 日（木）午後 4時 31 分～午後 5時 50 分 

開 催 場 所 別館 4階・第 3委員会室 

案  件  名 

１．報告案件 

（１）現在の感染状況と見込まれる緊急事態宣言の解除について 

２．協議案件 

（１）緊急事態宣言解除が実施された場合の対応について 

 ①市関連施設等に関する運営について 

②市主催・共催のイベントに対する取扱いについて 

③（職員向け）府民への要請内容に準じた取り扱いについて 

④緊急事態宣言解除に伴う広報について 

（２）市立保育所、市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校にお

ける行事・取組について 

（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金（3 次分）

を活用した感染対策用品の配備について 

３．その他 

（１）新型コロナウイルスワクチン接種における現状について 

（２）【情報提供】政府が示す 4月以降の当面の相談・外来診療体

制について 

（３）その他 

提出された資料等の 

名 称 

次第 

00-1-01 現在の感染状況と見込まれる緊急事態宣言の解除につい

て 

02-1-01 今後の市所管施設の運営について 

02-1-02 市主催共催イベントに対する取扱いについて 

02-1-041 【案】緊急事態宣言解除の場合の対応【2月 25 日更新】

枚方市ホームページ 

02-1-042 【案】新型コロナウイルス接種について 枚方市ホー

ムページ 

02-2-01 市立保育所、市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校に

おける行事・取組について  

02-3-01 感染対策用品の配備 

03-1-01  新型コロナウイルスワクチン接種における現状  

03-2-01  4 月以降の当面の相談・外来診療体制について 



決 定 事 項 

２．協議案件 

（１）緊急事態宣言解除が実施された場合の対応について 

①市関連施設等に関する運営について 

 緊急事態宣言が解除された場合、3 月 1 日から施設利用を再開

することとし、あわせて、施設利用の際の遵守事項について周知

する。 

②市主催・共催のイベントに対する取扱いについて 

 緊急事態宣言が解除された場合は、開催中止及び延期の措置を

解除する。ただし、開催は各種ガイドラインを遵守し、感染対策

を取ることは必須。 

③（職員向け）府民への要請内容に準じた取り扱いについて 

緊急事態宣言の解除を前提にこれまで実施していた交代制勤務を

２月末日で終了し、解除宣言以降も、コロナ特別休暇や時差出勤

等の感染症防止対策を引き続き実施していく。現在実施している

テレワークについては、解除宣言以降も実施していくが、その運

用方法については改めて通知予定。 

④緊急事態宣言解除に伴う広報について 

・ホームページ案を基に説明があり、案件のとおり決定。 

    

（２）市立保育所、市立幼稚園、市立小学校及び中学校における

行事・取り組みについて 

・3 月 1 日より感染対策を徹底した上で、授業参観、保育参観、

地域の方等への施設貸出、園庭開放を再開する。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金（３次分）

を活用した感染対策用品の配備について 

・案件内容を予算案に含めることを決定。  


